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■定員のある募集記事で特に記載のない場合、申し込みは 1 月 5 日から　

　先着順で受け付けます。対象は、市民または市内に勤務している人です。

市民意見交換会

まちづくり推進課

　大崎市がめざす男女共同参画社会の

実現に向けて、現在取り組んでいる推

進計画案の意見交換を行います。

　男女共同参画の基本となる人権につ

いて理解を深め、男女共同参画社会の

あるべき姿を一緒に考えませんか。

内容　男女共同参画推進基本計画案の

説明、意見交換、ビデオ「ワーク・ラ

イフ・バランスを知っていますか？

～働くオトコたちの声～」上映

対象者　市民

※お住まいの地域以外の会場でも参加

　できます。

問　まちづくり推進課男女共同参画推進室

　　　　　　　　　　　　 23-5069

　国民健康保険の出産育児
　一時金が引き上げられます

保険給付課

　平成 21 年 1 月 1 日から、安心して

産科医療が受けられる産科医療補償制

度が始まります。

　この制度は、分
ぶんべん

娩に関連して発症し

た重度脳性まひ児に対する補償と、脳

性まひの原因分析・再発防止の機能を

併せ持つ制度です。

　制度に加入している医療機関で 1

月 1 日以降に出産した国民健康保険

被保険者への出産育児一時金の支給額

は、現行の 35 万円に 3 万円加算され、

38 万円になります。

問　保険給付課国民健康保険係

　　　　　　　　　　　　 23-6051

古川市史「通史Ⅰ」発刊

教育委員会文化財課

　古川市史全 10 巻のうち第 9 回配本・

第 1 巻「通史Ⅰ」を発刊しました。

　通史Ⅰは、旧古川市域に関する原始

から近世までの歴史について、図版や

写真を取り入れ詳細に分かりやすく記

述しています。

販売先　古川地域の書店、公民館など

の市の施設で販売

価格　3,000 円

問　教育委員会文化財課市史編さん係

　　　　　　　　　　　　　 72-5036

償却資産の申告はお早めに

税務課

　償却資産とは、1 月 1 日現在で会社

や個人が事業のために所有している構

築物、機械、器具、備品などをいいます。

　償却資産の所有者は、地方税法の定

めにより 1 月 31 日まで申告しなけれ

ばなりません。できるだけ早めに申告

されるようお願いします。

　なお、平成 20 年度税制改正により、

機械および装置を中心に耐用年数が変

更になりましたので、所有資産の耐用

年数を確認のうえ申告してください。

※今年度は、1 月 31 日と 2 月 1 日が

　土曜・日曜日のため、申告期限は 2

　月 2 日までとなります。

問　税務課償却資産係　 23-2162

1 月10 日は110 番の日

防災安全課

　110 番は、交通事故または盗難事件

などがあった場合、警察官を現場に急

行させ、交通事故の処理、被害者（負

傷者）の救出、救護、犯人の検挙など

を行うための緊急通報用の電話です。

◆ 110 番通報のポイント

・事件、事故などにあった（見た）場合

　は、すぐに通報しましょう。

・いつ、どこで、何があったのかなど

　を正確に伝えましょう。

・警察官が駆けつけるまで、なるべく

　通報場所から離れないようにしま

　しょう（身に危険がある場合は別）。

・携帯電話からもかけられます。

問　古川警察署　 22-2311

　　鳴子警察署　 82-2249

宮城県（産業別）最低賃金の改正

宮城労働局

　平成 20 年度の宮城県最低賃金が改

正されましたのでお知らせします。

◆宮城県最低賃金（時間額）：653 円

　宮城県最低賃金は、県内の事業所で

働くすべての労働者（パートタイマー、

アルバイトなど含む）に適用されます。

　なお、次の業種に該当する事業所で

働く労働者には、宮城県産業別最低賃

金が適用されます。

◆宮城県産業別最低賃金（時間額）

　鉄鋼業：764 円　電子機械器具、情報

通信機械器具、電子部品・デバイス製造

業：733 円　自動車小売業：735 円

問　宮城労働局労働基準部賃金室

　　　　　　　　　　022-299-8841

石綿（アスベスト）健康被害者
のご遺族の皆さんへ

宮城労働局

　石綿（アスベスト）の影響を受け、

健康被害に遭われた人に適用される

「石綿健康被害救済法」が一部改正さ

れ、「特別遺族給付金」の請求期限と

支給対象が変更になりましたのでお知

らせします。

◆特別遺族給付金の請求期限

　平成 24 年 3 月 27 日までに延長さ

れました。

◆特別遺族給付金の支給対象

　労災保険の遺族補償給付を受ける権

利が時効（5 年）により消滅した場合、

平成 18 年 3 月 26 日までに亡くなっ

た労働者の遺族へも特別遺族給付金が

支給されることになりました。

※特別遺族給付金の請求手続きなど、

　詳しい内容についてはお問い合わせ

　ください。

問　宮城労働局労働基準部労災補償課

　　　　　　　　　　022-299-8843

　老齢年金を受給されている人へ
　源泉徴収票が送付されます

市民課

　厚生年金保険、国民年金などの老齢

または退職を支給事由とする年金を受

給している人には、平成 20 年中に支

払われた年金額や源泉徴収された所得

税額などをお知らせする「平成 20 年

分公的年金等の源泉徴収票」が、1 月

末までに社会保険業務センターから送

付されます。

　この源泉徴収票は、所得税の確定申

告をする際の添付資料として必要とな

りますので、大切に保管してください。

　なお、遺族年金、障害年金について

は課税の対象になりませんので、源泉

徴収票は送付されません。

◆確定申告が必要な人

・2 つ以上の年金支払者に対して扶養

　親族等申告書を提出している人

・年金以外にも給与等の所得がある人

・社会保険料控除、医療費控除、生命

　保険料控除などを受けようとする人

　源泉徴収票をなくした場合は、「ね

んきんダイヤル（ 0570-05-1165）」

にお問い合わせください。お問い合わ

せの際は、年金証書の基礎年金番号と

年金コードが必要になります。

※年の途中で亡くなった人の源泉徴収

　票は送付されませんので、必要な場

　合はご連絡ください。

問　市民課年金係　 23-6079

　　または各総合支所市民税務課

　　古川社会保険事務所　 23-1203

20 歳になったら国民年金

市民課

　20 歳になった人は国民年金の被保

険者となり、国民年金保険料を納付す

ることが義務付けられています。

　国民年金は、老後はもちろん、ケガ

や病気などで障害が残ったときや、生

計を維持している人が亡くなったとき

などの不測の事態に備え、誰もが安定

した生活を送れるように社会全体で支

えあう制度です。

　老後に年金を受給するためには、

20 歳から保険料を納付していくこと

が大切です。

◆生活を支える 3 つの基礎年金（納

　付要件等あり）

老齢基礎年金：老後の暮らしの保障　

障害基礎年金：ケガや病気により障害

が残ってしまったときの保障　遺族基

礎年金：子を残して、生計を維持して

いる人が亡くなったときの保障

◆国民年金の加入者（被保険者）の種類

第 1 号被保険者：学生、フリーター、

自営業者、農業・漁業従事者　第 2

号被保険者：会社員、公務員などの厚

生年金、共済組合の加入者　第 3 号

被保険者：第 2 号被保険者に扶養さ

れている妻または夫

　第 1 号被保険者は、自分で月額

14,410 円（平成 20 年度）の保険料を

納付しなければなりません。

　もし、収入がなく納付が困難なとき

は、申請により保険料が免除、猶予さ

れる制度があります。

　また、学生には、申請により在学中

の保険料が免除される「学生納付特例

制度」があります。

　納付することが難しい場合は、未納

のままにせず、社会保険事務所にご相

談ください。

問　市民課年金係　 23-6079

　　または各総合支所市民税務課

　　古川社会保険事務所　 23-1203

放課後児童クラブ臨時職員募集

子育て支援課

職種　放課後児童クラブ指導員（臨時）

雇用期間　平成 21 年 4 月 1 日～平成

22 年 3 月 31 日

勤務時間　月曜～土曜日の間で週 3

日、1 日 4 時間勤務（15 時～ 19 時）

賃金　時給 770 円。保育士、幼稚園

教諭免許、教員免許のいずれかの資格

を所有している人は時給 850 円。

対象　60 歳未満で子どもが好きな人

定員　若干名

面接日　1 月 24 日

申込　1 月 5 日～ 16 日まで、市

販の履歴書（写真貼付）に必要事項と

希望職種を記入し、子育て支援課児

童福祉係（〒 989-6188　古川七日町

1-1）へ持参または郵送。保育士証、

幼稚園教諭免許、教員免許のいずれか

の資格を所有している人は、その写し

または資格取得見込証明書を添付。

問　子育て支援課児童福祉係　23-6045

放送大学入学生募集

放送大学宮城学習センター

　放送大学は、スカイパーフェク TV、

ケーブルテレビなどの放送を利用して

授業を行う通信制の大学です。

　働きながら学んで大学を卒業したい

人やキャリアアップを目指す人など、

さまざまな目的で幅広い世代の人が学

んでいます。

　放送大学では、平成 21 年 4 月入学

生を募集しています。募集要項などは、

放送大学宮城学習センターまでご請求

ください。

募集期間　2 月 28 日まで

問　放送大学宮城学習センター

　　　　　　　　　　022-224-0651

17 16

今月の納税
　納期限 平成 21 年 2 月 2 日
■市県民税・・・・・・・・4 期
■国民健康保険税・・・・・9 期
■介護保険料・・・・・・・9 期

■後期高齢者医療保険料・・7 期

納税は口座振替が便利です。取扱金融
機関の窓口で簡単に手続きができます。

　　納税課納税係　 23-5148問

地域 日時 会場

古　川
1月 19 日
19 時～ 21 時

市役所東庁舎
5階大会議室

松　山
1月 20 日
19 時～ 21 時

松山青少年交流
館会議場

三本木
1月 21 日
19 時～ 21 時

三本木公民館
大会議室

鹿島台
1月 22 日
19 時～ 21 時

鎌田記念ホール
会議室

田　尻
1月 23 日
19 時～ 21 時

沼部公民館 2 階
視聴覚室

岩出山
1月 26 日
19 時～ 21 時

スコーレハウス
2階研修室

鳴子温泉
1月 27 日
19 時～ 21 時

鳴子公民館 2 階
講義室

　いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者および引揚者

の皆さんに対して、あらためて慰謝の念を表すため、

「特別慰労品」を贈呈しています。過去に内閣総理大

臣名の書状を受けた人、書状を受ける資格があったに

もかかわらず、請求されていない人も対象になり、ご

本人からの請求に基づいて贈呈されます。

　請求書は社会福祉課および各総合支所保健福祉課に

あります。請求期限は、3 月 31 日までです。

対象者および区分 特別慰労品

恩給欠格者

外地等における勤務経験があり加
算年を含む在職年が３年以上の人
または実在職年が１年以上の人

旅行券等引換券（５万円相当）、
または置時計、万年筆、文箱、
楯のいずれか

内地勤務経験のみで実在職年が１
年以上の人

旅行券等引換券（3 万円相当）、
または銀杯のいずれか

戦後強制
抑留者

戦後、旧ソ連またはモンゴル国の
地域において強制抑留された人

旅行券等引換券（10万円相当）、または
置時計、万年筆、文箱、楯のいずれか

引揚者 特別交付金の支給を受けた人 銀杯

請求先・問い合わせ先　独立行政法人平和祈念事業特別基金　フリーダイヤル　 0120-234-933　～ 9:15 ～ 17:15

恩給欠格者・引揚者の皆さんへ　請求期限がせまっています




